
第11回定時株主総会招集ご通知
インターネット開示事項

個 別 注 記 表
（平成29年８月１日～平成30年７月31日）

株式会社シルバーライフ

第11回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、計算書類の
個別注記表につきましては、法令及び当社定款に基づき、インターネット上
の当社ウェブサイト（https://www.silver-life.co.jp/）に掲載することに
より株主のみなさまに提供しております。



個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

　たな卸資産の評価基準及び評価方法
①　商品及び製品、原材料及び貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降取
得した建物附属設備及び構築物については、定額法）を採用しております。
　主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物　　　　　　　　　４年～34年
　機械及び装置　　　　　　　　10年
　工具、器具及び備品　　２年～10年
　なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年
間で均等償却を行う方法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）
に基づいております。

③　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期
間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及
び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

２．貸借対照表に関する注記
(1)有形固定資産の減価償却累計額　　　　277,192千円

－ 1 －



３．株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

（単位：株）
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度期末

普通株式 2,006,000 3,250,800 － 5,256,800

計 2,006,000 3,250,800 － 5,256,800

（注）発行済株式の総数の増加は、平成29年10月24日を払込期日とする公募増資による増
加分500,000株、平成29年11月16日を払込期日とするオーバーアロットメントに
よる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資による増加分97,500株、また株式
分割前までの新株予約権の行使による増加分21,700株があり、平成30年５月１日を
効力発生日として、普通株式１株を２株に株式分割したことによる増加分
2,625,200株、株式分割から当事業年度末までの新株予約権の行使による増加分
6,400株によるものであります。

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
（単位：株）

株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度期末

普通株式 － 50 － 50

計 － 50 － 50

(注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り50株による増加分であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを
除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式　　　　　　　　152,400株
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４．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、投機的な取引は行わない
方針であります。また、主に金融機関からの借入により必要な設備資金を調達して
おります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金は、
主に、ファクタリング債権であり、ファクタリング会社等の信用リスクに晒されて
おります。貸付金（１年内回収予定を含む）は、貸付先の信用リスクに晒されてお
ります。営業債務である買掛金並びに未払金は、２か月内の支払期日であります。
借入金は、すべて設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部
は金利変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、営業債権について、一部口座振替による債権回収を行うことで低減され
ております。また管理部財務課において未回収債権の有無の確認を行い、回収遅延
が発生した場合には速やかに営業部と連動して債権回収を行っております。また
「与信管理規程」に従い、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごと
に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把
握やリスクの低減を図っております。

ロ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社は、金融機関からの借入により設備資金を手当てしており、一部変動金利の
調達があります。管理部財務課で金利の変動をモニタリングし、金利の上昇局面で
は固定金利条件の借入や、金利の下降局面では借り換え等を行い、金利の変動に係
るリスクを低減しております。当事業年度に変動金利で調達していた借入金につ
いては金利変動に係るリスクを勘案し、完済をしております。

ハ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の
管理
　管理部財務課は適時資金計画表を作成・更新するとともに、手元流動性の維持な
どにより流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれております。当該価額の判定においては変動要因
を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動
することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）
２．参照）。

貸借対照表計上額
(千円） 時価（千円） 差額（千円）

① 現金及び預金 1,687,241 1,687,241 －

② 売掛金 645,139

貸倒引当金（*1） △20,874

624,265 624,265 －

③ 未収入金 165,437 165,437 －

④ 貸付金 39,728

（1年内回収予定を含む）

貸倒引当金（*1） △6,144

33,584 36,522 2,937

⑤ 破産更生債権等 17,521

貸倒引当金（*1） △15,629

1,892 1,892 －

資産計 2,512,420 2,515,358 2,937

① 買掛金 403,841 403,841 －

② 未払金 178,424 178,424 －

③ 長期借入金 25,300 25,214 △85

（1年内返済予定を含む）

負債計 607,565 607,479 △85

（*1）売掛金、貸付金、破産更生債権等に対する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を
控除しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法
 資　産 
① 現金及び預金、② 売掛金、③ 未収入金

　これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額によっております。

④ 貸付金（１年内回収予定を含む）
　貸付金の時価は、新規に同様の貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて
算出する方法によっております。

⑤ 破産更生債権等
　破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額により時価を算定し
ております。

 負　債 
① 買掛金、② 未払金

　これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額によっております。

③ 長期借入金（１年内返済予定を含む）
　元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引い
た現在価値により算定しております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

区分 当事業年度
（平成30年７月31日）

差入保証金
預り保証金

13,675
119,245

　上記については、市場価額がなく時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、上表には含めておりません。

５．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当事業年度
（平成30年７月31日）

繰延税金資産
未払事業税 4,997 千円
未払金（賞与） 6,562
貸倒引当金 13,058
その他 3,046

繰延税金資産合計 27,665
繰延税金資産の純額 27,665
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（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるとき
の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

当事業年度
（平成30年７月31日）

法定実効税率 30.62 ％
（調整）
税額控除 △4.03
住民税均等割 0.74
留保金課税 7.28
その他 0.64

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.25

６．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 574円92銭
(2) １株当たり当期純利益 87円33銭

（注）平成30年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております
が、第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び
１株当たり当期純利益を算定しております。

７．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

８．その他の注記
　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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